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第１回豊見城市地域公共交通協議会

【道路運送法に基づく

協議が調っていることの証明】

令和 7年 8月 27 日

豊見城市 都市計画課





道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書

令和７年８月２７日付け豊見城市地域公共交通協議会において、下記事項に関し、協

議が調ったことを証明する。

記

１．協議事項

豊見城市自動運転実証運行について

２．運行態様

路線定期運行（道路運送法第２１条による乗合運送許可）

３．運行車両

１台（乗車定員１６人）

４．実証期間

令和７年１１月２７日～令和８年２月１４日（予定）

※開始日を過ぎて許可が下りた場合は、その翌日を開始日とする。

５．運行時刻

１便 ８：５０発 １０：２５着

２便 １０：４０発 １２：１５着

３便 １３：３０発 １５：０５着

４便 １５：２５発 １７：００着

６．運賃設定

大人：１９０円

小人：１００円

７．その他

別紙のとおり

令和７年８月２７日

豊見城市地域公共交通協議会

会長 大城 正
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（案）

豊 都 都 第 号

令和 7年８月 日

株式会社琉球バス交通

代表取締役 小川 吾吉 殿

豊見城市長 徳 元 次 人

自動運転社会実装推進事業における実証運行について

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

貴殿におかれましては、平素より本市の交通行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

さて、本市では昨年度に引き続き、国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助

金（自動運転社会実装推進事業）」に申請し、6 月 2日に採択を受理いたしました。

ついては、当市における公共交通利用促進を更に向上させ、交通課題の解決を図るべく、地

域の移動を支える豊見城市内一周線（105 番線）の路線の一部を自動運転にて実証運行を

行います。

貴社におかれましては、本事業の趣旨をご理解いただき、実証事業の効果が最大限発揮さ

れるよう、実証運行（道路運送法第21条第１項第２号）にご協力いただきますようよろしくお願

いいたします。
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道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書

令和７年８月２７日付け豊見城市地域公共交通協議会において、下記事項に関し、協

議が調ったことを証明する。

記

１．協議事項

豊見城市におけるＡＩオンデマンド交通 導入実証運行実施について

２．運行態様

区域運行（道路運送法第２１条による乗合運送許可）

３．運行車両

２台（乗車定員４人）

４．実証期間

令和７年１１月４日～令和８年１月３１日（予定）

※開始日を過ぎて許可が下りた場合は、その翌日を開始日とする。

５．運行時間帯

８時～１９時（予定）

６．運賃設定

大人：５００円

小児：大人普通旅客運賃の半額

幼児：同伴者１名につき２名まで無料

７．その他

別紙のとおり

令和７年８月２７日

豊見城市地域公共交通協議会

会長 大城 正
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（案）

豊 都 都 第 号

令和 7年８月 日

株式会社大栄交通

代表取締役 東江 一成 殿

豊見城市長 徳 元 次 人

「交通空白」解消緊急対策事業における実証運行について

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

貴殿におかれましては、平素より本市の交通行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

さて、本市では国土交通省「令和 7 年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジ

ェクト」（『交通空白』解消緊急対策事業）に申請し、４月２８日に採択を受理いたしました。

ついては、当市における交通不便地域の一つである市内東部地域の市民を対象に、AI を

活用したオンデマンド交通にて実証運行を行います。

貴社におかれましては、本事業の趣旨をご理解いただき、実証事業の効果が最大限発揮さ

れるよう、実証運行（道路運送法第21条第１項第２号）にご協力いただきますようよろしくお願

いいたします。
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